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建　　　設　　　部

１　一般会計　　２，８１７，５４９千円

　（１）公共事業

事業の内訳 （単位：千円）

　事　業　名 事業費

　国庫補助事業 2,079,733 地方道路交付金事業　等

　国直轄事業負担金 733,839 道路事業

合　計 2,813,572

　（２）その他

設計積算及び電算化調査費 3,977 千円

　（３）債務負担行為 （４００，０００千円）　

県単河川改良事業

２　下水道事業会計

　（１）債務負担行為 （９，９７４，７６４千円）　

秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）維持管理費

令和６年度６月補正予算案の概要について

事業内容

２，８１３，５７２千円　　

３，９７７千円　　
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令和６年度６月補正予算案の概要について
技 術 管 理 課

１ 概要

・「秋田県電子入札システム」の共同利用は、効率的な行政運

営が期待できることから、市町村との機能合体の一つとし

て積極的に推進

・令和６年１０月より、新たに２市町（にかほ市、五城目町）

が共同利用に加入することに伴い、必要となるシステムの

改修を実施

２ 事業の内訳

（単位：千円）

３ 事業内容

・２市町がシステムを利用するために必要な改修を実施

・県がシステムの著作権を保有し、システム全般の管理をし

ていることから、県が自ら改修を行い、改修完了後に２市

町が経費を負担

＜参考＞

秋田県電子入札システム

（１）概要

インターネットを利用し、公共事業の入札参加申請か

ら入札、落札決定までの入札事務を一元的に処理するシ

ステム

（２）共同利用の効果

入 札 参 加 者：発注機関に左右されずに同じ操作・機

器類で入札契約事務が可能

発 注 者：個別システムを開発・運営する必要が

なく経費縮減が可能

県・加入済市町：運営費の縮減が可能

（３）共同利用の加入状況

・加入済市町

大仙市（H19）、由利本荘市（H22）、男鹿市（H23）、

鹿角市（H27）、横手市（H28）、潟上市（H28）、

八峰町（H28）、美郷町（H28）、仙北市（H29）、

湯沢市（H29）、大館市（H30）、北秋田市（H31）、

三種町(R3)、小坂町(R4)、能代市(R5)、羽後町(R5)

計１１市５町

・にかほ市及び五城目町が令和６年１０月から加入予定

事業名 事業費 事業内訳

設計積算及び電算化

調査費

3,977 秋田県電子入札システム

の改修

合計 3,977
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秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）維持管理費に係る債務負担行為の設定について
下水道マネジメント推進課

１ 概要

秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）の維持管理業務に

ついて、令和７年度からの指定管理者選定に当たり債務負担

行為を設定する。

（１）指定期間

令和７年４月１日～令和１４年３月３１日（７年間）

（２）債務負担行為設定額

９，９７４，７６４千円

（３）対象施設

・処 理 場：秋田臨海処理センター（秋田市向浜二丁目）

・ポンプ場：２８施設

（４）業務内容

・処理場、ポンプ場の運転管理業務

・各種設備の点検及び小規模修繕業務

・水質管理業務 ほか

２ 指定管理者の指定に係るスケジュール（予定）

令和６年１０月 指定管理者の候補者選定委員会

１２月議会 指定管理者の指定議案の審査・

議決

令和７年 ３月 指定管理者との協定締結

４月 指定管理の開始

秋田臨海処理センター
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秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業の契約締結について 
下水道マネジメント推進課 

１ 概要

令和６年５月３１日に仮契約を締結した秋田県秋田臨海処理

センターエネルギー供給拠点化事業の請負契約の締結につい

て、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例」第２条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があ

る。 

２ 契約内容

(1)工事名称 

秋田県秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業  

(2)工事場所  秋田市向浜二丁目３番１号外 

(3)工事内容  自営線設備 １式 

(4)受 注 者 

ＮＫＥＳ・沢木組・ＴＪＡＳ・ＴＤＳ特定建設工事共同企業体

※ＮＫＥＳ：日本工営エナジーソリューションズ（株）

    ＴＪＡＳ：月島ＪＦＥアクアソリューション（株）

    Ｔ Ｄ Ｓ：東京電設サービス（株）

(5)金  額  ８８９，１０１，０７０円

 〔参考〕全体工事費：  ６，４０１，３８２，６５８円

（内訳）

・一般会計分：       ８８９，１０１，０７０円

・下水道事業会計分（※）：５，５１２，２８１，５８８円

         ※地方公営企業法により、議決を要さない。

(6)工  期  契約締結の日から令和９年３月３１日

３ 全体スケジュール（予定） 

４ 事業概要 

設備導入

運転前試験

R９～28年度

運営

R６年度 R７年度 R８年度

設計

契約締結
（工事請負契約は仮契約）
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令和６年度６月補正予算案の概要について
道 路 課

１ 概要

・物流・交流拠点へのアクセス道路や、広域交流を支える幹

線道路網等の整備を推進（国内示による）

・生活道路の安全性と利便性の向上のため、雪寒施設や交

通安全施設の整備を推進（国内示による）

２ 事業の内訳

（単位：千円）

３ 主な事業内容

（１）地方道路交付金事業（交通安全）

・事業箇所…国道２８２号 西町工区 外１６箇所
にしまち

国道２８２号 西町工区（鹿角市）

（一）鳥海公園小滝線 （主）象潟矢島線

小滝工区（にかほ市） 小滝工区（にかほ市）
こ た き

事業名 事業費 事業内訳

地方道路交付金事業

（交通安全）

376,100 歩道設置、道路情報板

新設・更新等

地方道路交付金事業

（雪寒）

374,034 防雪柵新設等

地方道路交付金事業

（改築）

339,199 道路改良工、橋梁工、

用地補償等

国直轄道路事業負担金 733,839 遊佐象潟道路、横堀道

路等

秋田港アクセス道路整

備事業

738,500 橋梁工

合計 2,561,672

新設イメージ

歩道設置

道路情報板新設 道路情報板更新

至：小坂町

至：十和田小学校

至：象潟駅 至：象潟駅

至：湯ノ台温泉

至：鳥海山（鉾立）

至：小坂町

至：十和田小学校

歩道設置イメージ
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（２）地方道路交付金事業（雪寒）

・事業箇所…（主）男鹿八竜線 方口工区 外３箇所
かたぐち

（主）男鹿八竜線 方口工区（大潟村）

（３）地方道路交付金事業（改築）

・事業箇所…（一）西山生保内線 駒ヶ岳工区
にしやま お ぼ ない こまがたけ

外３０箇所

（一）西山生保内線 国道３９８号 稲庭バイパス
いなにわ

駒ヶ岳工区（仙北市） （湯沢市）

（４）秋田港アクセス道路整備事業

・事業箇所…（主）秋田天王線 秋田港アクセス道路

道路改良工

至：田沢湖

至：乳頭温泉郷

至：湯沢市街地

至：小安峡温泉

道路改良工

橋梁上部工 至：秋田港

至：秋田北ＩＣ

３号橋梁

至：上飯島駅

至：下新城
（一）久保秋田

線

防雪柵新設

至：三種町

至：「道の駅」おおがた至：「道の駅」おおがた

至：三種町

風向

風向

新設イメージ

橋梁下部工

至：秋田港

至：秋田北ＩＣ

新城川
→

２号橋梁
国道７号
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県単河川改良事業 猿田川に係る債務負担行為の設定について
河 川 砂 防 課

１ 概要

古川流域における総合治水対策について、令和７年度の完

了を目指し、国、県、秋田市が連携して事業を進めており、県

では猿田川から古川への逆流防止のための排水樋門を整備す

ることにしている。

令和７年度内に排水樋門の整備を完了させるためには、令

和６年度当初予算で施工する仮桟橋の設置完了後、早急に工

事着手する必要があり、工期が２か年にわたることから債務

負担行為を設定する。

２ 事業内容

（１）河川名・場所

猿田川（秋田市牛島西）

（２）内容

樋門本体工

・工事内容：仮設工、地盤改良工、本体工、操作室建屋

・工 期：令和６年１１月～令和８年３月

・設 定 額：２８０，０００千円

ゲート工

・工事内容：鋼製ローラゲート製作・据付

・工 期：令和６年１０月～令和８年２月

・設 定 額：１２０，０００千円

３ 工程表
令和６年度 令和７年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
工程表

仮桟橋工

樋門本体工

ゲート工

仮桟橋工（工事用通路、作業構台）

仮設工、地盤改良工、本体工、操作室建屋
公告･入

札･契約
準備工

鋼製ローラゲート製作
公告･入

札･契約 準備工(設計照査) 据付

操作室建屋

地盤改良工

本体工

仮桟橋工

樋門本体工

整備概要図

Ｒ６当初予算 債務負担設定

ゲート工 樋門本体工

古川

猿田川

←猿田川

←
古
川

←
旭
川

←太
平川
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成瀬ダムの建設に関する基本計画の変更について
河 川 砂 防 課

１ 概要

・成瀬ダムの建設に関する基本計画の変更（第４回）につい

て、令和６年５月１０日付けで国土交通大臣から知事に

意見を求められた。

・基本計画の変更に対する知事意見の提出について、「特

定多目的ダム法」第４条第４項の規定に基づき、議会の

議決を経る必要がある。

２ ダム建設事業の概要

・建設地：雄物川水系成瀬川（東成瀬村椿川地内）

・目 的：洪水調節、流水の正常な機能の維持、

かんがい、水道、発電

３ 主な経緯

昭和５８年 秋田県が実施計画調査開始

平成 ３年 国直轄事業移行

平成 ９年 建設事業着手

平成１３年 建設に関する基本計画告示

平成２５年 ダム検証に係る対応方針「継続」決定

平成２６年 建設に関する基本計画（第１回変更）告示

平成２９年 建設に関する基本計画（第２回変更）告示

平成３０年 仮排水トンネル転流開始

ダム本体工事着手

令和 ３年 建設に関する基本計画（第３回変更）告示

令和 ４年 定礎式

令和 ５年 付替国道３４２号全線開通

４ 基本計画変更（第４回）内容

（１）総事業費及び工期の変更

※県負担額は発電分も含む

（２）主な理由

・総事業費

Ⅰ 社会的要因の変化によるもの 約２４３億円

Ⅱ 現場条件の変化によるもの 約 ９７億円

Ⅲ 将来の事業費の変動要因への対応 約 ６４億円

Ⅳ コスト縮減 △約 ３４億円

合 計 約３７０億円

・工期

働き方改革関連法に基づく適切な工期の確保による

５ 工事進捗状況

・令和６年５月１５日現在の状況

現行(第３回変更) 変更(第４回変更)

総事業費 約２，２３０億円 約２，６００億円

工 期 Ｓ５８～Ｒ８ Ｓ５８～Ｒ９

県負担額 約３９２億円 約４６０億円

【右岸】

【左岸】

成瀬川

原石山

管
理
用
道
路

仮設備ヤード
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参 考 資 料 a

令和６年度 成瀬ダム建設事業マネジメント委員会資料
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工事請負契約の締結について
河 川 砂 防 課

１ 概要

令和６年５月１７日に仮契約を締結した太平川河川改修工

事の請負契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例」第２条の規定に基づき、

議会の議決を経る必要がある。

２ 契約内容

（１）工 事 名 河川激甚災害対策特別緊急工事

（２）河 川 名 太平川

（３）場 所 秋田市楢山川口境 ほか

（４）工事内容 河川土工

法覆護岸工

矢板護岸工

仮桟橋 ほか

（５）工 期 契約締結の日から令和１０年３月１７日まで

（６）相手方・金額

３ スケジュール

工区 相手方 金額

１工区
加藤建設・三和興業・広洋産業

特定建設工事共同企業体
1,064,800,000 円

２工区
沢木組・板橋組・天喜建設

特定建設工事共同企業体
1,459,700,000 円

３工区
住建・豊島・藤田

特定建設工事共同企業体
1,801,800,000 円

４工区
菅与・秋田瀝青・セコー

特定建設工事共同企業体
1,669,800,000 円

５工区
清水組・加藤建設・中山組

特定建設工事共同企業体
1,542,420,000 円

年度

月

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 4～6 7～9 10～12 1～3

内

容

10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

仮契約

○

公

告
施 工 河川土工、法覆護岸工、矢板護岸工

６
月
議
会

本契約

○

準
備
工

仮
桟
橋

後
片
付
工

楢山愛宕下（愛宕下橋付近）
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砂防堰堤の取り違えにより生じた損害賠償に係る和解について
河 川 砂 防 課

１ 概要

昨年度、仙北市にある林野庁所管の治山施設を県管理の大

又沢川砂防堰堤と取り違え、調査や設計を行っていたことに

係る受注者との和解について、「地方自治法」第９６条第１項

第１２号の規定に基づき、議会の議決を経る必要がある。

２ 経緯

受注者等とのヒアリング結果、予備設計業者が床固工と堰

堤を間違って業務を行い、二重のミスをしていたことなどが

確認された。

（１）予備設計業者

・流域の取り違えに加え、２基の施設があることを把握した

上で、下流の床固工を砂防堰堤と認識し、その後の関連業

務の位置誤認にも大きな影響を与えた。

（２）地質調査業者

・予備設計の成果及び自らの現地踏査により対象施設を誤認

し、地質調査を実施した。

（３）県

・管内図への記載ミスや間違った位置への看板設置等を確認

した。

３ 過失割合と賠償額

受注者の契約不適合（施設の取り違え）による過失責任が

あるため、顧問弁護士の見解を参考に、過失割合と賠償額を

算定した。

（単位：円）

※地形測量業者の過失はなし。

４ その他

・誤って治山施設を調査した受注者に対し、昨年度末、厳重

注意と再発防止体制の確立を要請する文書を通知した。

・本来の大又沢川砂防堰堤については、点検の結果、補修の

必要性が確認されたため、補修に向けた調査設計を実施中

である。

・全県の施設を確認し、誤りのあった管内図の修正作業は今

年度中、銘板のない砂防堰堤への銘板設置は、令和７年度

までに完了する予定である。

業 務 名 委託費 賠償額 負担額

日本工営(株) 東邦技術(株) 県

予備設計 9,990,781

17,521,838 1,265,329 3,115,131
地質調査 6,326,646

地形測量 5,584,871

合 計 21,902,298

過失割合 ３業務全体

の８割

地質調査業

務の２割

残りを負担
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